
 

 

件    名 愛媛県特別会計条例の一部を改正する条例 

主  管  課 経営支援課、農地整備課 

根 拠 法 令 等 
 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成14年

12月11日公布） 
 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成14年12月11日公布） 

【条例の概要】 

 １ 中小企業振興資金特別会計の目的の改正 

・中小企業総合事業団法の廃止及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の施行に伴い、引

用する法律名等を改正 

   （旧）中小企業総合事業団法に基づいて行う中小企業構造の高度化等に必要な資金の貸付

事業 

   （新）独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づいて行う中小企業者その他の事業者の

事業活動に必要な資金の貸付事業 

 

 ２ 国営農地開発事業負担金特別会計の廃止 

・国営農地開発事業大洲喜多地区の県及び地元の負担金の償還が平成１５年度で完了するこ

とによる廃止 

 

施 行 日 
１ 中小企業基盤整備機構の成立日（平成16年７月１日予定） 
２ 平成16年４月１日 

【その他参考事項】 

１ 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の概要 

 ・法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

   （解散法人：中小企業総合事業団、地域振興整備公団、認可法人産業基盤整備基金） 

 ・法人の目的 中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、 

出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、

もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備すること。 

 ・業務の範囲(主なもの) 

  (1) 創業・経営革新支援のための出資 

(2) 中小企業者の事業活動に係るアドバイス、中小企業大学校における養成・研修 

(3) 小規模企業共済事業・中小企業倒産防止共済事業 

(4) 中小企業者の行う連携・共同化や集積の活性化に必要な設備資金の貸付 

(5) インキュベーション施設整備 

(6) 新事業創出促進法等に基づく債務保証 

 
２ 国営農地開発事業負担金特別会計の概要 

(1) 設置年度 平成元年度 
(2) 目  的 国営農地開発事業の負担金の負担及び徴収の円滑な運営と経理の適正 
(3) 適用事例 国営農地開発事業大洲喜多地区 
         関係市町村 大洲市、内子町、五十崎町、河辺村 
         事業内容  農地開発（畑） 504.7ha 

区画整理（田） 8.8ha 
農業用雑排水施設、道路  80.7㎞ 
受益農家 921戸 
導入作物 柿、梨、ぶどう、桑、タバコ、野菜、飼料 

総事業費  21,363百万円 
         工  期  昭和50年度～63年度 
         償還期間  15年（平成元年～15年度） 
         償 還 金 元本 7,257百万円 利子 4,666百万円 


